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実務解説

人事労務分野における
押印等の廃止・様式見直しへの対応
実務解説

コロナ禍は
企業内人材育成をどう変えるか

●パート社員の採用募集時に「正社員登用制度あり」と明記しているが、正社員登用の実績がないことは問題か
●コアタイムなしのフレックスタイム制において、深夜にかかる勤務を禁止する方法はあるか
●ある社員の在宅勤務中の服装が乱れていることを理由に、在宅勤務をさせないことは問題か
●在宅勤務を基本とする勤務形態の労働者について、従来支給してきた通勤定期代を廃止することは可能か
●業績悪化により、私傷病休職中の社員を解雇することは可能か
●正社員に労災付加給付を支給し、パートタイム・有期契約社員には支給しない場合、不合理な待遇差と判断されるか
●業務委託している個人事業主に対し、競合他社における業務の受注を禁止できるか
●障害者を雇用した後、就労環境整備等に活用できる助成金にはどのようなものがあるか

相談室Q&A

違法な即時解雇について、就労意思の喪失により解雇翌日以降の賃金請求はできないが、解雇予告手当の請求は可能
（スマートグリッドホーム事件　東京地裁　令2.12.21判決）

労働判例

本誌特別調査

国内転勤の最新実態
（労務行政研究所）

判例解説

実務視点で読む 
最近の労働裁判例の勘所
（令和2年下期）
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